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はじめに 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定により、各教育委員会は、

毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検・評価を行い、その

結果に関する報告書を作成し議会に提出するとともに、公表しなければならないこと

とされています。また、この点検・評価にあたっては、客観性を確保するため、教育

に関して学識経験を有する方の知見の活用を図ることとされています。 

そこで、日光市教育委員会では、法の趣旨にのっとり、効果的な教育行政を推進す

るとともに、市民の皆様への説明責任を果たすため、外部の有識者に評価を依頼し、

令和６年度の事務事業を対象とした点検・評価に関して御意見をいただき報告書を作

成いたしましたので公表いたします。 

 なお、いただいた御意見等を踏まえ、より良い教育行政の推進に努めてまいります

ので、市民の皆様の御理解と御支援をよろしくお願い申し上げます。 

 

                             令和８年２月 
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  教育委員会の事務分掌と組織図（令和７年度） 
(1) 教育長 

職     名 氏     名 現   任   期 

教 育 長 関   孝和 令和６年５月 13 日～令和９年５月 12 日 

 

(2) 教育委員 

職     名 氏     名 現   任   期 

教育長職務代理 手 塚 美智雄 令和５年５月 13 日～令和９年５月 12 日 

委 員 池 田 由美子 令和６年５月 13 日～令和 10 年５月 12 日 

委 員 速 水 茂 希 令和７年５月 13 日～令和 11 年５月 12 日 

委 員 岸 野 紗生里 令和４年５月 13 日～令和８年５月 12 日 

委 員 安 江 麻衣子 令和６年５月 13 日～令和 10 年５月 12 日 

 

(3) 教育委員会事務局事務分掌 

⚫ 学校教育課 

教育総務係 

(1) 教育委員会の総合的な企画及び調整に関すること。 

(2) 教育委員会の会議に関すること。 

(3) 教育委員会の秘書に関すること。 

(4) 文書、物品等の収受、発送及び保管に関すること。 

(5) 公印の保管に関すること。 

(6) 教育委員会の公告式に関すること。 

(7) 教育委員会の規則、規程等の制定及び改廃並びに例規の整理保管に関すること。 

(8) 事務局及び教育機関の職員の任免、給与、研修、保健、福利厚生その他人事に関すること。 

(9) 奨学金に関すること。 

(10) 事務局内及び他の教育機関との連絡調整並びに協議に関すること。 

(11) 学校の設置及び廃止に関すること。 

(12) 通学区の設定及び変更に関すること。 

(13) 小中学校の再編に関すること。 

(14) 教職員住宅に関すること。 

(15) 教育行政に関する相談に関すること。 

(16) 教育委員会の儀式に関すること。 

(17) 教育委員会主催の学校行事等に関すること。 

(18) スクールバスの運行及び管理に関すること。 

(19) 課内の庶務に関すること。 
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(20) 他の課及び係に属さない事務に関すること。 

施設管理係 

(1) 学校施設の整備等に関すること。 

(2) 教育委員会所管の建築及び一般土木建設工事等の設計、施工等に関すること。 

(3) 学校施設の維持管理に関すること。 

(4) 児童生徒の安全管理に関すること。 

学校教育係 

(1) 児童生徒の就学並びに入学、転学及び退学に関すること。 

(2) 児童生徒の就学援助及び支援に関すること。 

(3) 学校予算の配分及び執行管理に関すること。 

(4) 教具及び教材の整備に関すること。 

(5) 教科用図書の給与事務に関すること。 

(6) ＩＣＴ教育環境の整備に関すること。 

(7) 児童生徒の健康管理に関すること。 

教育指導係 

(1) 学校教育の指導助言に関すること。 

(2) 県費負担教職員（以下「教職員」という。）の県への内申及び服務並びに諸手当認定に関する

こと。 

(3) 教職員（臨時指導助手を含む。）の研修に関すること。 

(4) 児童生徒指導に関すること。 

(5) 教科用図書の採択に関すること。 

(6) 学校教育に係る調査及び統計に関すること。 

(7) その他学校教育の指導及び振興に関すること。 

(8) 外国語指導助手に関すること。 

(9) 教育相談に関すること。 

(10) ＩＣＴ教育に関すること。 

(11) 特別支援教育に関すること。 

(12) 児童生徒の保健及び安全に関すること。 

(13) 教育支援センターに関すること。 

(14) 教職員の叙位、叙勲、表彰等に関すること。 

(15) 学校職員の厚生及び福利に関すること。 

学校給食係 

(1) 学校給食に関すること。 

(2) 学校給食センター及び学校給食共同調理場に関すること。 

 

⚫ 生涯学習課 

生涯学習係 

(1) 生涯学習及び社会教育の振興に関すること。 

(2) 人権教育に関すること。 

(3) 家庭教育に関すること。 

(4) 社会教育委員に関すること。 
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(5) まちづくり人材育成に関すること。 

(6) 社会教育地域改善対策集会所指導事業に関すること。 

(7) 青少年教育に関すること。 

(8) 社会教育関係及び青少年関係団体に関すること。 

(9) 少年指導センターに関すること。 

(10) 国際理解及び異文化理解に関すること。 

(11) 課内の庶務に関すること。 

(12) 他の係に属さない事務に関すること。 

文化振興係 

(1) 文化振興に関すること。 

(2) 文化芸術に関すること。 

(3) 文化団体に関すること。 

(4) 民俗芸能に関すること。 

(5) 杉並木公園ギャラリーに関すること。 

(6) 小杉放菴記念日光美術館に関すること。 

(7) ふくろうの森手塚登久夫石彫館に関すること。 

(8) 図書館に関すること。 

(9) 読書活動の推進に関すること。 

文化会館整備室 

(1) 文化会館の整備に関すること。 

 

⚫ 文化財課 

文化財係 

(1) 文化財（世界遺産に関するものを除く。）の保護に関すること。 

(2) 文化財（世界遺産に関するものを除く。）の活用に関すること。 

(3) 日光杉並木街道に関すること。 

(4) 埋蔵文化財に関すること。 

(5) 日光市文化財保護審議会に関すること。 

(6) 課内の庶務に関すること。 

(7) 他の係に属さない事務に関すること。 

世界遺産推進係 

(1) 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）に基づく管理団体に関すること。 

(2) 世界遺産の保護に関すること。 

(3) 世界遺産の活用に関すること。 

(4) 世界遺産登録の推進に関すること。 

(5) 日本産業遺産に関すること。 

(6) その他世界遺産に関すること。  

 

⚫ スポーツ振興課 

振興係 

(1) スポーツ振興の総合的な企画に関すること。 
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(2) 生涯スポーツの振興に関すること。 

(3) 総合型地域スポーツクラブの普及に関すること。 

(4) 生涯スポーツ施設の整備及び管理運営に関すること。 

(5) 生涯スポーツ実態調査に関すること。 

(6) 課内の庶務に関すること。 

(7) 他の係に属さない事務に関すること。 

業務係 

(1) 各種主催大会の企画及び開催に関すること。 

(2) 生涯スポーツの推進に関すること。 

(3) 競技スポーツの推進に関すること。 

(4) スポーツ関係団体に関すること。 

 

⚫ 中央公民館 

公民館係 

(1) 地区公民館相互の連絡調整に関すること。 

(2) 公民館の整備に関すること。 

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。 

(4) 市全域にわたる各種学級、講座、講習会、展示会等に関すること。 

(5) 各種団体及びグループの育成並びに援助に関すること。 

(6) 学習その他社会教育活動に係る相談業務に関すること。 

(7) 県等関係機関、団体等との連絡及び提携に関すること。 

(8) 地域学習圏会議連絡協議会に関すること。 

(9) 今市文化会館に関すること。 

(10) 勤労青少年ホームに関すること。 

(11) その他地区公民館に属さない事業に関すること。 

(12) 中央公民館の庶務に関すること。 

今市公民館・落合公民館・豊岡公民館・大沢公民館・小林公民館・日光公民館・清滝公民館・小

来川公民館・中宮祠公民館・藤原公民館・三依公民館・足尾公民館・栗山公民館・湯西川公民館 

(1) 生涯学習及び社会教育の振興に関すること。 

(2) 家庭教育に関すること。（日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・栗山公民館に限る。） 

(3) 青少年の教育に関すること。（日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・栗山公民館に限る。） 

(4) 社会教育関係及び青少年関係団体に関すること。（日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・栗

山公民館に限る。） 

(5) 少年指導センターに関すること。（日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・栗山公民館に限

る。） 

(6) 文化芸術に関すること。（日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・栗山公民館に限る。） 

(7) 文化団体に関すること。（日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・栗山公民館に限る。） 

(8) 生涯スポーツの振興に関すること。 

(9) 生涯スポーツ施設の管理運営に関すること。（日光公民館・清滝公民館・藤原公民館・足尾公

民館・栗山公民館に限る。） 

(10) スポーツ関係団体に関すること。（今市公民館・落合公民館・豊岡公民館・大沢公民館・小林
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公民館・日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・栗山公民館に限る。） 

(11) 公民館の維持管理に関すること。 

(12) 図書、記録及び資料の整備並びにその利用に関すること。（日光公民館・藤原公民館を除く。） 

(13) 自治公民館の援助に関すること。（清滝公民館・小来川公民館・中宮祠公民館・三依公民館・

湯西川公民館を除く。） 

(14) 各種学級、講座、講習会、展示会等に関すること。 

(15) 各種団体及びグループの育成及び援助に関すること。（清滝公民館・小来川公民館・中宮祠

公民館・三依公民館・湯西川公民館は除く。） 

(16) 社会教育活動に係る相談に関すること。（清滝公民館・小来川公民館・中宮祠公民館・三依公

民館・湯西川公民館は除く。） 

(17) 関係機関、団体等との連絡及び提携に関すること。（清滝公民館・小来川公民館・中宮祠公民

館・三依公民館・湯西川公民館は除く。） 

(18) その他当該地域内の公民館活動に関すること。（日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・栗山

公民館に限る。） 

(19) その他当該地区の公民館活動に関すること。（日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・栗山公

民館を除く。） 

(20) 公民館の庶務に関すること。 
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(4) 組織図（令和７年４月１日～） 

 

日光地区少年指導センター

世界遺産推進係

丸山公園（運動施設のみ）（指定管理）

大沢体育館

ホッケー場

落合東部運動広場

赤間々杉の子広場

業務係

今市運動公園（指定管理）

落合運動公園（指定管理）

豊岡運動公園（指定管理）

塩野室運動公園（指定管理）

文 化 財 課 文化財係

歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館

スポ ー ツ 振 興 課 振興係

ふくろうの森手塚登久夫石彫館

杉並木公園ギャラリー

赤間々会館

少年指導センター

今市地区少年指導センター

文化振興係

今市図書館（指定管理）

日光図書館（指定管理）

藤原図書館（指定管理）

小杉放菴記念日光美術館（指定管理）

藤原学校給食センター

足尾学校給食センター

豊岡中学校給食共同調理場

三依教職員住宅

湯西川教職員住宅

生 涯 学 習 課 生涯学習係

学校教育係

教育指導係

小学校 18校

中学校 12校

日光学校給食センター

学校給食係

教育支援センター

教育長 教 育 次 長 学 校 教 育 課 教育総務係

施設管理係



７ 

 
 

  

清滝公民館

小来川公民館

中宮祠公民館

西川運動場（指定管理）

湯西川公民館

足尾向原テニスコート

足尾市民センター

藤原運動場

足尾公民館

足尾中央グラウンド

藤原公民館

藤原運動公園

三依公民館

栗山公民館

栗山運動場

日光運動公園（指定管理）

霧降スケートセンター（指定管理）

細尾ドームリンク（指定管理）

日光体育館（指定管理）

清滝体育館

下原運動場

今市公民館

落合公民館

豊岡公民館

大沢公民館

小林公民館

日光公民館

中 央 公 民 館 公民館係

今市文化会館（指定管理）

勤労青少年ホーム
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  教育委員会の活動状況 
(1) 教育委員会の運営及び開催状況（令和６年１月～令和６年１２月） 

  教育委員会会議については、毎月１回「定例会」、また、必要に応じて「臨時会」

を開催しています。 

  平成２６年第１回からの教育委員会会議の概要について、日光市公式ホームペー

ジに掲載しています。 

 【令和６年教育委員会会議の開催状況】 

  定例会・・・・・１２回  

  臨時会・・・・・ ２回 

    ・議案 ４７件 

・報告 ３９件 

 

(2) 教育委員会会議 審議案件（議案） 

審査年月 
議案

番号 
件       名 

令和 6 年 2 月 21 日 

1 日光市立小中学校教職員定期異動内申について 

2 
日光市足尾銅山の世界遺産登録保存整備事業費補助金交付要綱の一部を改

正する要綱の制定について 

3 日光市自治公民館活動費補助金交付要綱を廃止する要綱の制定について 

令和 6 年 3 月 19 日 

（臨時会） 

4 教職員の服務について 

5 教職員の服務について 

令和 6 年 3 月 29 日 

6 
日光市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則の

制定について 

7 
日光市学校給食センター及び日光市学校給食共同調理場設置条例施行規則

の一部を改正する規則の制定について 

8 日光市教育委員会表彰規則の一部を改正する規則の制定について 

9 日光市部活動地域移行推進協議会設置要綱の制定について 

10 
日光市立中学校部活動外部指導者派遣事業実施要綱の一部を改正する要綱

の制定について 

11 
個人演説会等開催のための施設の設備の程度及び公職の候補者等が納付す

べき費用額について 

12 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

13 教育財産の用途廃止について 

14 日光市文化財保護審議会委員の委嘱について 

15 日光市文化財専門調査委員会委員の委嘱について 

16 日光市内の城館跡に係る文化財保護法第 97条の手続きについて 

17 日光市スポーツ推進委員の委嘱について 

令和 6 年 4 月 23 日 18 日光市立図書館協議会委員の委嘱について 

令和 6 年 6 月 17 日 

19 日光市教育支援委員会委員の委嘱について 

20 日光市社会教育委員の委嘱について 

21 日光市社会教育地域改善対策集会所運営委員会委員の委嘱について 



９ 

22 日光市少年指導運営協議会委員の委嘱について 

23 日光市勤労青少年ホーム運営委員会委員の委嘱について 

24 日光市文化会館運営審議会委員の委嘱について 

令和 6 年 7 月 23 日 

25 日光市教育委員会表彰について 

26 
令和 7年度使用中学校及び小・中学校特別支援学級教科用図書の採択につ

いて 

令和 6 年 8 月 20 日 27 日光市立小中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について 

令和 6 年 9 月 25 日 

28 日光市教育委員会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

29 日光市奨学金貸付規則の一部を改正する規則の制定について 

30 令和 6年度教育委員会表彰について 

31 通学区域の見直しについて（山久保地区・和泉地区) 

32 日光市立図書館協議会委員の任命について 

33 日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館協議会委員の任命について 

34 日光市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

令和 6 年 10月 18 日 

35 
日光市教育委員会事務局組織等規則及び日光市体育館条例施行規則の一部

を改正する規則の制定について 

36 
個人演説会等開催のための施設の設備の程度及び公職の候補者等が納付す

べき費用額について 

37 令和６年第２回日光市総合教育会議への議題提出について 

38 日光市教育委員会表彰（被表彰者の追加）について 

令和 6 年 11月 14 日 

39 日光市立小中学校管理規則等の一部を改正する規則の制定について 

40 日光市就学援助規則の一部を改正する規則の制定について 

41 
日光市部活動等補助員配置事業実施要綱の一部を改正する要綱の制定につ

いて 

42 
個人演説会等開催のための施設の設備の程度及び公職の候補者等が納付す

べき費用額について 

令和 6 年 11月 27 日 

（臨時会） 
43 教職員の服務について 

令和 6 年 12月 20 日 

 

44 
日光市教育委員会規則で定める公印の押印の特例に関する規則の制定につ

いて 

45 
日光市教育委員会要綱で定める公印の押印の特例に関する要綱の制定につ

いて 

46 
日光地区中学校体育連盟主催大会交通費補助金交付要綱の一部を改正する

要綱の制定について 

47 
令和 6年度（令和 5年度事業対象）日光市教育委員会事務点検・評価報告

書について 
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(3) 教育委員会会議 報告案件 

報告年月 
報告

件数 
件       名 

令和 6 年 1 月 23 日 

1 令和 5年度県への要望活動結果について 

2 日光市立小杉放菴記念日光美術館の指定管理者の指定について 

3 日光市運動公園等の指定管理者の指定について 

4 日光市細尾ドームリンクの指定管理者の指定について 

5 教育委員会予定表について 

6 中央公民館のイオン今市店への移転について 

令和 6 年 2 月 21 日 

7 教育長・教育委員の人事について 

8 令和 6(2024)年度日光市歳入歳出予算について 

9 令和 5年度総合学力調査の結果について 

10 日光市立小中学校における労働安全衛生管理体制の整備について 

令和 6 年 3 月 19 日 

（臨時会） 
- 報告事項なし 

令和 6 年 3 月 29 日 

11 
日光市立学校設置条例及び日光市スクールバス運行条例の一部改正につい

て 

12 日光市会計年度任用職員の任用手続に関する要綱の一部改正について 

13 
日光市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の一部改正

について 

14 「史跡 日光山内」保存・活用協議会設置要綱の制定について 

15 日光市体育館条例等の一部改正について 

16 日光市霧降スケートセンターの指定管理者の指定について 

17 
日光市アマチュアスポーツ競技団体支援補助金交付要綱の一部改正につい

て 

18 日光市ネーミングライツ事業のパートナー決定について 

19 教育委員会事務局人事異動について 

令和 6 年 4 月 23 日 
20 日光市学校施設マネジメント実行計画の策定について 

21 令和 6年度学校教育の重点項目等について 

令和 6 年 5 月 13 日 

22 令和 6年度教育委員会主要事務事業について 

23 
日光市立小中学校適正配置（小来川小中学校及び日光中学校・東中学校）

について 

24 ちょこっとスタバケ日光について 

令和 6 年 6 月 17 日 

25 日光市学校施設マネジメント実行計画の策定について 

26 令和 7年日光市はたちの集いについて 

27 日光学・わがまちきらり発見隊について 

28 新文化会館整備に関する検討状況について 

令和 6 年 7 月 23 日 29 学校運営協議会委員について 

令和 6 年 8 月 20 日 30 令和 6年度全国学力・学習状況調査の結果について 

令和 6 年 9 月 25 日 31 令和 7年度奨学生の募集について 
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32 藤原図書館について 

33 日光市民文化祭の開催について 

令和 6 年 10月 18 日 

34 日光市体育館条例の一部改正について 

35 
日光市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正

について 

令和 6 年 11月 14 日 
36 日光市勤労青少年ホームの廃止について 

37 中央公民館のイオン今市店への移転に係わる中間報告について 

令和 6 年 12月 20 日 
38 

日光市立学校設置条例及び日光市スクールバス運行条例の一部改正につい

て 

39 日光市奨学金貸付条例の一部改正について 
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  令和７年度(令和６年度事業)教育委員会事務事業外部点検・評価 
 

【外部点検・評価の方法】 

教育委員会が自己点検・評価した事業の中から３事業を選出し、外部点検・評価委員

がヒアリングを行い点検・評価します。 

 

【外部点検・評価委員名簿】 

№ 氏   名 備   考 

１ 齋 藤 智 明 日光市スポーツ協会会長 

２ 柳 原 一 興 日光市社会教育委員長 

 

【ヒアリングの概要】 

・実 施 日 令和８年１月２７日（火） 

・実施場所 日光市役所東庁舎３階入札室 

・実施方法 外部点検・評価委員と担当課による一問一答 

 

【外部点検評価対象事業】 

① 英検助成事業（学校教育課） 

② 文化振興事業（邦楽ｽｸｰﾙｺﾝｻｰﾄ事業・児童生徒文化事業）（生涯学習課） 

③ ＮＩＫＫＯ ＲＵＮ ２０２４（スポーツ振興課） 
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令和７年度（令和６年度実施事業）日光市教育委員会事務外部点検評価 ① 

 

 

１ 事業の実施状況 

（１）英検助成事業の考え方 

文部科学省では第 4 期教育振興基本計画においてグローバル社会における人材育

成を目標として掲げ、外国語教育の充実を図り、指標として目指す英語力を「中学校

卒業段階で CEFR の A1 レベル（英検 3 級）相当以上」としている。大学入試改革に

おいても英検等の外部検定試験資格が大学入試に代替されたり、私立高校入試に優

遇措置が取られたりするなど、英語の資格取得が受験に大きく影響してきている。当

市においても、義務教育での英語学習到達目標を「中学卒業時に英語検定３級程度の

力を身に付ける」こととし、生徒の英語力と学習の意欲向上を目的に英語検定助成事

業を実施する。この到達目標達成を期して、「国際観光都市の利点を生かした英語教

育の充実」を柱にした「英語力向上」を教育計画に位置付け、自分の考えやふるさと

日光のことについて英語で表現できる児童生徒の育成を目指し、就学前の早期から

英語教育をスタートすることで、義務教育段階の英語教育を充実・高度化させる。 

（２）英検助成の内容 

①対象者 ：日光市立中学校に在籍する中学生 

日光市立小学校に在籍する小学校５・６年生（第 2回のみ） 

②助成内容：１年間１人につき１回に限り、英検準会場（市役所・各中学校での実施）

での費用半額を市が負担する。５級以上の受験が対象。 

小学生（５，６年生）は第２回のみの準会場試験を市役所で実施（助成

希望者）。 

中学生は準２級、２級の受験を市役所準会場で実施。 

中学生の５級、４級、３級は各中学校で実施。 

（３）令和６年度の実施状況 

級 助成額(円) 助成数(人) 志願者数(人) 内合格者(人) 合格率(％) 

５級 1,250 147 164 140 85.4 

４級 1,450 180 271 162 59.8 

３級 2,500 243 336 171 50.9 

準２級 3,050 80 124 42 33.9 

２級 3,450 7 9 1 11.1 

※学年別助成受験者数（再チャレンジによる無料受験者 27人を含む延べ人数） 

684(実数 567)人･･･小 5:37人 小 6:33人 中 1:150人 中 2:192人 中 3:244人 不

事業名 英検助成事業 

担当課 学校教育課 

事業の内容 英語検定の受検者に対して、受験料の半額を年１回助成する。 
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明:28人 

２ 令和６年度決算額  

（１）級ごとの助成額（半額助成） 

5級:1,250円、4級:1,450円、3級:2,500円、準 2級:3,050円、2級:3,450円 

（２）決算額 

5級:147人、4級:180人、3級:243人、準 2級:80人、2級:7人 

                                           合計 657 人、 1,140,030円 

３ 施策内容の自己評価  

日光市の令和４～７年の後期基本計画に「英語力向上」を位置付け、自分の考えや

ふるさと日光のことについて英語で表現できる児童生徒の育成を図る。そのために、

就学前の早期から英語教育をスタートすることで、義務教育段階の英語教育を充実・

高度化させる。令和４年度の年少園児が令和７年度に小学校へ進級したばかりであ

ることから、令和８年度以降もこの流れを小、中学校でも確かに受け継ぎ、成長させ

ていくことで、本市の義務教育段階における英語教育は充実・高度化されることが期

待される。このことに伴い、中学校３年生卒業時点での英語力の目安となる英検３級

以上の取得率の向上も含めた、ＣＥＦＲ（セファール）Ａ１以上の英語力取得者の割

合を向上させることにつなげたい。 

 
＜中学校３年生の英検３級以上の取得率の変化＞ 

   

 

 

 

  

※1 英検協会からの提供資料より〔市立中学校においての年間の総受験者数〕 

※2 文部科学省で実施している英語実施状況調査の結果より 

〔中学３年生総数中、３級以上を取得している３年生の割合、〔本市（国／県）〕 

 

●高校受験を見据え、中３までに英検３級取得を目指し、小学校高学年から受験する

姿（受験意欲）がある。（「中学生になっても英検の助成はありますか」という問い

合わせがある） 

●受験料が高くなっていることもあり、市による半額助成は保護者の負担軽減にな

っている。 

●児童・生徒にとって中学校や市役所（小学校高学年は市役所が会場）で受験できる

という、受験しやすい機会が身近にあることは、受験に対する動機づけとしても有

効である。 

●中学校では授業時間外には部活動もあり、英検実施による教員の運営･事務の負担

増加や、校舎配置によっては試験時間帯に部活動を休止するなどの配慮等も新た

に生じることから、学校側は消極的であった。 

※令和 7 年度から、市役所準会場で準 2 級以上の検定を実施することで中学校教員

の負担軽減を図った。中学生にとっても学校とは異なる環境での受験は好評であ

る。「中学校特別準会場規定」により、金曜日の放課後の実施も認められており、

５級、４級、３級であれば、日没が早い秋冬の検定でも、下校の安全に配慮しなが

らの検定実施が可能となり、実施校が全校に広がっている。 

●小学校での実施を求める声もあるが、小学校の教職員には全く経験のない業務で

年度 受験者数※1 英検３級取得率※2 

R4 697人 39.2%(27.3%／26.1%) 

R5 630人 27.9%(25.1%／25.1%) 

R6 684人 29.9%(27.8%／25.6%) 
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あることから、当面は市役所準会場での実施が着実な実施につながると思われる。 

●英検の問題は、普段授業を受けている教科書の内容とは異なるため、英検合格に

は、基本的な内容だけではなく、様々な場面やテーマで出題された英語を理解でき

る総合的な力が必要となる。中学３年になってから初めて英検を受験し３級に合

格しようと思っても、総合的な問題に対応できる英語力を身に付けていないと難

しい。 

●今後も、英検助成を通じて、早期英語教育の成果が小中学校の教育に受け継がれ、

総合的な英語力の育成がはかどり、「中学卒業までに英検３級を取得する」という

目標達成に有効につなげていくためにも、時間は最低７年を要するが、引き続き助

成事業を進めることが適当であると考える。 

 

４ 評価委員の評価・意見・提言 

評価 

現行のまま継続：２人 

民間に移管すべき： 人 

廃 止 す べ き： 人 

・補助上限額が対象経費の 1/2 以内という規定があるのであれば、現行の補助率で

もやむを得ない。 

・進学に有利になるのであれば、英検受検の保護者負担軽減をするためにも助成を

続けてほしい。 

・今後、国内においても英語（英会話）は必要になるのは見えている。 

・できるだけ小さいうちから英語に接する機会を増やすことを目標にして、英検等

も活用してほしい。 

 

５ 意見・提言を受けての今後の方策 

令和 4 年度から始まった「早期英語教育事業」は当時の年少組所属児がようやく

小学 1 年生になったところであり、事業の成果を確認する中学３年生になるのは令

和 14 年度である。7 年間の時間をより有効に生かし、成果が見えるように、小学校

や中学校における授業の在り方はもちろん、学びに向き合う姿勢を育み、より深い学

びや協働的な学びを実現できるような工夫を、学校と連携を密にしながら推進した

い。 

早期英語指導助手の工夫・努力と、各園の積極的な英語教育受け入れにより、就学

前からの英語教育事業もようやく軌道に乗りつつある。今後も就学前園児対象の教

育活動を工夫していくとともに、小学校への成果の引継ぎを円滑にできるよう、そし

て、就学前の英語での豊かな体験が小学校低学年で途切れることなく受け継がれ、発

展し、中学年での英語活動、高学年での英語の授業へ深化しつつ学びにつながるよ

う、支援を一層強めたい。 

本地区では小中学校一貫英語教育の充実にも取り組んできている。授業の成果を

小中相互に生かし合う活動が、各校で工夫され始めている。今後も様々な試みについ

ての情報を共有し合い、小中一貫英語教育に助言をいただいている英語教育専門家

からの支援も得つつ、中学 3 年生修了時点での、確かな英語力習得の目標達成を着

実に目指したい。英語力の指標としての実用技能英語検定試験（英検）を活用し、授

業改善にも取り入れたい。そのためにも小学 5 年生から中学 3 年生までの助成事業

の利用を各学校でもより強く呼びかけ、中学校においては準会場実施での支援も推

進できるよう連携したい。また、早期英語教委育からの接続と中学校への橋渡しの中

間的な目安として、さらには英語学習への意欲付けとして、4年生での英検 Jr.ブロ

ンズの実施による評価を今後も推進したい。  
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令和７年度（令和６年度実施事業）日光市教育委員会事務外部点検評価 ② 

 

事業名 文化振興事業（邦楽スクールコンサート事業・児童生徒文化事業） 

担当課 生涯学習課 

事業の内容 

箏や尺八などの「日本の伝統音楽」のコンサートを各小中学校で開

催し、児童生徒がこれらの楽器に触れられる機会を設け、日本の伝

統芸術の素晴らしさを体験してもらうことにより豊かな心を育成す

ることを目的とし実施しているものです。 

 

１ 事業の実施状況 

開催校：小学校２０校・中学校１４校（市内全小中学校） 

 

２ 令和６年度決算額 

講師謝金：１，０２０，０００円（＠３０，０００円×３４回） 

 

３ 施策内容の自己評価  

当事業は、小中学校を対象に平成１０年から旧今市市で実施しており、合併後は、

全地域を対象に実施している。 

事業の実施にあたって、年度当初に各小中学校に希望調査を行い、令和６年度は全

ての小中学校で実施した。 

事業内容は、楽器についての説明や児童生徒の箏の演奏体験、講師によるミニコン

サートで構成し、おおよそ２時間程度、講師が各校を訪問して行う。 

実施した学校からは、「普段触れる機会の少ないに邦楽を体験できる貴重な機会で

あり、次年度以降もぜひ実施を希望したい」、「多くの児童生徒が日本の伝統音楽であ

る邦楽に関心を持ち、意欲的に取り組んでいた」など感想が多く寄せられている。 

児童生徒が日本の伝統音楽に生で触れる貴重な機会であり、豊かな心の育成に寄

与していると考えられることから、今後も継続して事業を実施していくことが適当

である。 

 

４ 評価委員の評価・意見・提言 

評価 

現行のまま継続：２人 

民間に移管すべき： 人 

廃 止 す べ き： 人 

・雅楽団体は日光東照宮、法蔵寺（大桑）、高龗神社（大室）にあるので、採用して

雅楽の良さを児童生徒たちに楽しんでもらいたい。 

・邦楽等に関しての情報収集（現状把握）に努めて、内容を工夫して今後も実施して

ほしい。 
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５ 意見・提言を受けての今後の方策 

雅楽などの邦楽に関する情報収集に努めるとともに、関係団体に協力をお願いし

ながら、選択肢を増やすなどの内容の工夫に取り組んでまいります。 
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令和７年度（令和６年度実施事業）日光市教育委員会事務外部点検評価 ③ 

 

事業名 ＮＩＫＫＯ ＲＵＮ ２０２４ 

担当課 スポーツ振興課 

事業の内容 マラソン大会の開催 

 

１ 事業の実施状況  

「ＮＩＫＫＯ ＲＵＮ ２０２４」 

〇主 催  日光市／日光市教育委員会／日光市スポーツ協会 

〇主 管  ＮＩＫＫＯ ＲＵＮ実行委員会 

〇日 時  令和６年６月９日（日）７：００～ 

〇会 場  大会会場：イオン今市店駐車場（表彰式等） 

〇スケジュール 

開会宣言： ７：００（スタート地点） 

大会実行委員会 会長 日光市長 粉川昭一 

スタート： ７：２０ １０ｋｍ（４０５名） 

７：２７ ２ｋｍ中学生男女（１６名） 

７：２９ ２ｋｍ小学生男女（４～６年）（６１名） 

７：３１ ２ｋｍ親子ペア（小学１～３年）（１２０名） 

オープン（１１名） 

８：５０ ５ｋｍ（３００名） 

○申込数  ９１３名 

〇その他  ランナーへのおもてなしとして、協賛企業４社による商品提供 

沿道で平ヶ崎お囃子会・小倉町五丁目囃子連がお囃子を披露 

救護として、日光市今市消防団（女性消防団員）が協力 

 

２ 令和６年度決算額  

ＮＩＫＫＯ ＲＵＮ ２０２４開催費補助金  

決算額 ３，０００，０００円（令和６年度） 

※令和５年度決算額 １，５００，０００円 

 

３ 施策内容の自己評価  

本大会は、マラソン大会を通じ市民の体力と健康の増進を図り、豊かな社会づくり

に寄与することを目的としている。 

参加者数の集計につきましては、各種目の申込者の合計が９１３名、当日の参加者

がリタイヤ１名を含めて８０３名で、参加率は８８．０％。 

日光市の参加者は３１２名で約３９％。日光杉並木マラソン大会に比べて地元の

方の参加割合の高い大会。市外では、栃木県内や関東近県からの参加者が多くなって
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いる。 

運営課題としては、大会実施後のアンケート結果及び運営スタッフからの意見を

聴取したところ、次回大会に向けては、トイレの増設、音響設備の強化が改善点とし

て挙げられ、これらを改善することとした。このほか、参加者増を見込むにあたって

は、運営スタッフについて主にスポーツ協会の無償ボランティアに頼っている現状

の体制と参加者の駐車場の確保が課題と捉えている。 

今後の展開として、当面は同コース、同日程で大会運営のノウハウを蓄積しつつ大

会をブラッシュアップし、参加者増と自主財源の確保に努めていく。 

 

４ 評価委員の評価・意見・提言 

評価 

現行のまま継続：２人 

民間に移管すべき： 人 

廃 止 す べ き： 人 

・市民向けが主力であれば、予算的にやむを得ない。体力増強に心強い大会でもある

ことが分かった。 

・担当課の大変さもよく分かったので、今後の対応を期待する。 

・実施が可能な範囲で参加者の増加に努めてください。 

・市内の小中学生の参加者増を目指してください。 

 

５ 意見・提言を受けての今後の方策 

令和７年６月８日に開催した「ＮＩＫＫＯ ＲＵＮ ２０２５」の申込者数は  

１，０４０人、参加者数は９３６人といずれも２０２４大会を１００人ほど増加して

います。 

市内小中学生の参加者についても、２０２５大会は小学生８９人、中学生２６人で

あり、２０２４大会の小学生７５人、中学生１０人を上回りましたがまだ少ない状況

です。 

今後も大会の魅力向上に努めるとともに、周知方法を再検討数など大会参加者増

に向け取り組んでまいります。 
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 令和７年度(令和６年度事業)教育委員会事務事業自己点検・評価 
（１） 学校教育課 

事業名 事業の自己点検・評価 

小中学校適正配置事業 

令和７年４月に、日光中学校と東中学校の統合・新しい学校

の設置及び小来川小中学校をそれぞれ今市第三小学校・東原中

学校への統合を行いました。 

将来に向けて、更に適正配置が必要なことから、学校再編の

個別具体的な内容を示す「日光市学校施設マネジメント実行計

画」の策定に着手しました。 

小学校校舎等維持管理事業  
校舎、屋内運動場へのバリアフリー化を 2 校、実施した結

果、教育環境の質的向上を図ることができました。 

中学校校舎等維持管理事業  
校舎、屋内運動場へのバリアフリー化を実施した結果、教育

環境の質的向上を図ることができました。 

ＧＩＧＡスクール端末整備事

業 

端末更新に向けて、「日光市 1 人 1 台端末の利活用に係る計

画」を策定し、市ホームページにおいて公表しました。 

総合学力調査 

市内小中学校の児童生徒（小１～中２）に学力調査を実施す

ることができました。その結果分析をもとに、各学校で授業づ

くり推進プランを作成し、全校体制で授業改善の取り組みを行

っています。 

学校教育支援事業 

市内小中学校に学校指導助手を配置することにより、個に応

じた学習支援の充実を図ることができました。 

市内小中学校に学校支援員を配置することにより、教職員の

業務負担軽減を図ることができました。 

教育支援センター内の機構改革を行い職員間の連携が強化さ

れ、支援体制の充実を図ることができました。 

 

（２）生涯学習課 

事業名 事業の自己点検・評価 

生涯学習推進事業  

(日光学まつり・生涯学習フェ

スタ事業) 

「日光学まつり・生涯学習フェスタ」を令和 7 年３月 1 日

（土）に、日光市中央公民館、勤労青少年ホームを会場に参集

型で実施した。成果発表件数は 43 件で、内訳は生涯学習・地域

活動団体交流会発表４件、アトラクション 3 件、生涯学習体験

コーナー16 件、地域活動展示 15 件、運営協力（出店含む）5 件

である。当日のべ参加者は 500 名で発表者と参加者間での意見

交換や体験活動でのふれあいなど、交流が図られ、発表側の各

団体・個人の活動の活性化と、発表者や参加者のネットワーク

づくりにつながっている。 
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地域教育力活性化事業  

(地域・学校連携協働推進事

業)  

市内全小中学校に設置した学校運営協議会において、会議の

進め方について事前打ち合わせに参加し助言を行い、当日の議

事が円滑に進行するよう支援した。また、委員や関係者向けの

研修会を開催し、他の協議会での活動や実践活動者の取組など

情報提供し、意見交換することで、各々のスキルアップ、意識

向上を図り、協議会の活性化につなげることができた。これら

により、話し合いをもとに活動（実践）につながっている協議

会が増えており、学校を核とした地域づくりに寄与している。 

文化振興事業（日光市民文化

祭開催委託事業） 

日光市文化協会に委託し「日光市民文化祭」を令和 6 年 10 月

～11 月に各地域において開催した。また、令和７年１月に高校

生合同作品展を開催し、市内高等学校及び特別支援学校より、

絵画などの出品があり、世代間の交流を図ることが出来た。 

市民文化祭の開催により、市の文化向上に寄与している。 

文化会館等整備事業 

新たに浮き彫りとなった課題について調査・研究を行い、す

べてのリスクをゼロにすることはできないものの課題ごとに対

応策を提示した。一方で人口減少・少子高齢化の進行に加え、

先の見えない物価高騰による財政の危機的状況などを市長が総

合的に判断した結果、新文化会館整備の検討を凍結し、再検討

については、今後の財政状況を見極めながら判断するという結

論に至ったことは、やむを得ないものと考える。 

 

（３）文化財課 

事業名 事業の自己点検・評価 

文化財保存・活用事業 

日光市文化財保護審議会委員を講師として日光地域の指定等

文化財を巡る「文化財見学会」を実施し、地域の歴史や文化財

への理解を深めることができた。 

 日光杉並木街道植樹 400 年に向けての取組としては、「杉並木

ガイドマップ」を作成したほか、ノベルティとして「クリアフ

ァイル」を作成し、市内小中学校の児童・生徒全員に配布し

た。また、市民を対象に「杉並木見学会」を開催し、杉並木お

よびその周辺にある文化財の見学を通して、杉並木の魅力発信

や普及啓発を図ることができた。 

 なお、令和７年度には、栃木県や日光東照宮など関係機関と

連携し、県制作の記念ロゴマークを活用するなど、様々な記念

事業に取り組む予定である。 
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史跡「日光山内」及び史跡

「足尾銅山跡」等の保存・活

用事業 

史跡「日光山内」については、例年同様に温湿度調査を 4

回、日光ユネスコ協会の協力を得て窒素酸化物の調査を 3 回実

施し、環境保全対策のためのデータ採取に取り組むことができ

た。 

 史跡「足尾銅山跡」の産業遺産の活用については、これまで

同様、見学会及び講演会を実施し、産業遺産の普及啓発につな

げることができた。 

 さらに、世界遺産「日光の社寺」登録 25 周年事業として、

「世界遺産エリアマップ」の大幅リニューアルや、日光の社寺

を紹介するパンフレット「未来へ届けたい日光」を作成した。

このほか、市内の小学校 4～6 年生を対象に、建造物修復現場見

学・ワークショップを開催し、広く周知を図ることができた。 

歴史民俗資料館・二宮尊徳記

念館展示開催事業 

資料館では、令和 6 年 12月 10 日から令和 7 年 3 月 30 日ま

で、テーマ展「川でつながる江戸と日光－売木と筏川下げ」を

開催し、会期 89 日間で 2,169 名が来館した。会期中には、講座

やギャラリートークを実施し、展示内容への理解と関心を高め

ることができた。 

 また、世界遺産「日光の社寺」登録 25 周年を記念した市内 5

施設を巡回する移動展「日光の社寺の保存と修理」を開催し、

文化財の保存に関する普及啓発につなげることができた。 

 さらに、文化財の情報発信の強化と常設展示の充実を目的に

デジタルコンテンツを作成し、館内公開のために必要なパソコ

ンを新たに整備し、デジタルデータ利活用の環境づくりに努め

た。 

 今後も地域の歴史や文化財の調査研究を進め、その成果を展

示等で公開するとともに、県のデジタルミュージアム事業と連

携し、デジタルデータ化した資料の公開に取り組んでいく。 

 

（４）スポーツ振興課 

 事業名 事業の自己点検・評価 

社会体育施設運営事業 

施設の管理運営、修繕等を行うとともに、丸山公園プール管

理棟の防水改修工事、落合運動公園のテニスコートの人工芝の

張替工事等を行い、施設の長寿命化を図った。 

団体と連携したスポーツ 

教室等開催事業  

・新たに、市内医療機関、総合型地域スポーツクラブと連携

し、運動・スポーツ習慣化促進事業「にこスポ」を開催し、14

回の日程にのべ 147 名が参加した。定期的に開催することで参

加者の運動習慣化を促すことができた。 

・日光市駅伝競走大会について、16 チームが参加し開催した。

参加チームが減少傾向にある一方、警察からコース変更の要請

を受けたことや、協力団体の高齢化等により今後人員確保が難

しいことから今後の開催のあり方について検討を要すると捉え
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る。 

・スポーツ推進委員と連携し、ニュースポーツフェスティバル

(参加者 115 名)、ボッチャ大会(参加者 20 チーム 68 名)を開催

し、スポーツに親しむ機会創出に資することができた。 
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（５）中央公民館 

事業名 事業の自己点検・評価 

杉並木大学校運営事業  

受講生を募集し、38 期生として新たに 53 名の受講者が集ま

り、37 期生（2 年生）46 名と合わせて計 99 名で講座に取り組ん

だ。 

教養講座・選択講座合わせて年 194 回実施することができた。 

生涯学習推進事業（ひかりの

郷にっこう出前講座）  

128 講座(うち新規 5 講座)のメニューで出前講座を実施したと

ころ、講座開催件数は 179 件となり、前年度実績 167 件と比較

し、やや増加している。行政のみならず市民を講師とした講座

も開催しており、市民と行政が学びあう生涯学習のまちづくり

を推進することができた。 

中央公民館移転事業（新規） 

中央公民館移転に向けた移転工事の設計業務を委託。5 月に契

約を行い、期間は 9 月末までの予定だったが、移転先であるイ

オン側工事業者との工事内容についての協議や調整に多くの時

間を要したことから、計 3 回期間延長を行い 1 月 6 日に設計業

務を完了した。 

本設計を基に令和 7 年度内に中央公民館移転工事を実施する。 

小来川公民館整備事業（新

規） 

解体工事、設計業務ともに、完了している。現在、建設工事

中であり、完成は８年７月を予定している。 

完成すれば、耐震性を確保した新たな地域の拠点施設となる。 

各種教室・講座開催事業 

【落合公民館事業】落合地区独自の石窯ピザ教室に参加する

ことで、余暇の有効活用や生涯学習について考える機会の提供

を目的に開催している。毎年、地区内外から多くの方に参加し

ていただいている。参加者からは、売っているピザより断然美

味しい、石窯の作り方を知りたい等の意見をいただき、落合地

区の魅力を知ってもらえる事業であると考えている。 

社会体育施設運営事業 

社会体育施設の維持管理については、全庁的に行う施設の劣

化問診調査や利用運営コスト調査を実施し、公共施設マネジメ

ント計画実行計画に基づき施設の維持管理に務めた。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


